
令和６年度 奈良県共同募金助成要領 
 

令和６年度共同募金助成金は、「共同募金助成要綱」（以下、「要綱」という。）に基づくほか、本

要領により助成する。 
 

第１ 助成年度 
  令和６年度共同募金助成金は、令和７年度（令和７年４月１日から令和８年３月３１日）に実 

施する事業に対して助成する。 

 

第２ 助成財源 
  令和６年度一般募金及び歳末たすけあい募金を主な助成財源とし、総合的に調整を図りながら、 

助成決定は財源別に行う。 

 

第３ 助成概要 
１ 助成対象事業 

（１）助成対象事業は、要綱第２条第２項に規定する事業とし、主に申請事業の対象エリア等を 

基準に広域助成と地域助成に区分する。 

（２）助成対象事業については、次の6分野を重点助成分野とする。 

    なお、①から⑤は全国の共同募金会共通の重点助成分野であり、⑥は奈良県独自の重点助 

成分野とする。 

     ① 誰をも受け入れ、誰もが参加できる地域づくり 

       ② 健康でいきいきと暮らし続けられる地域づくり 

     ③ 生きづらさを抱える子ども・若者とその家族への支援 

     ④ 災害ボランティア活動・防災・減災活動への支援 

     ⑤ 生活に困難を抱える人たちへの緊急支援 

     ⑥ 福祉のこころ芽生える人づくりへの支援 

 

２ 広域助成 

（１）広域助成は、主に全県的または複数の市町村域にまたがって行われる事業及び先駆的に行 

われる事業に対して、奈良県共同募金会（以下、「本会」という。）が助成種別・審査基準等

を定め助成を行う。 

（２）本県における地域福祉課題を解決する活動のテーマを指定して寄付金を集める「テーマ型 

募金（使途選択募金）」については、本会が別に基準等を定め助成を行う。 

  

３ 地域助成 

地域助成は、地域の福祉課題解決のため、市町村社会福祉協議会及び各市町村域内でその他 

の社会福祉を目的とする事業を行う団体が実施する事業に対して、市町村共同募金委員会（以 

下「市町村共募」という。）が助成（「テーマ型募金（使途選択募金）」による助成を含む）を行 

う。  

助成に係る種別・基準等については、各市町村共募が共同募金助成全体の整合性を図りなが 

ら定める。 

  

４ 歳末たすけあいによる助成 

歳末たすけあい募金（ＮＨＫ歳末たすけあい及び地域歳末たすけあい）による助成について 

は、別途定められる全国共通の実施要項等の主旨に沿って重点助成する。 

ただし、ＮＨＫ歳末たすけあいにかかる助成は、本会が定める広域助成の種別・基準等によ 

り行う。 

また、地域歳末たすけあいにかかる助成は、各市町村共募が種別・基準等を定め行う。  



５ その他の助成 

（１）使途指定寄付金による助成 

（２）民間助成 

（３）社会福祉法第１１８条に規定する準備金の「準備金取崩金」による助成 

なお、積立後３年間が経過した準備金は取り崩し、広域助成の財源とする。 

 

第４ 広域助成種別 
  次の1から5までの5つの種別により助成する。 

  助成に関し、本要領に記載のない詳細については、別途広域助成要項において定める。 

１ 事業経費助成 

（１）対象事業 

主に次の事業を対象とする。 

① 地域住民の理解と協力を得ながら、公的制度では対応できない福祉サービスを提供す 

 る事業 

② 施設の有する機能を生かして地域住民に対する福祉サービスを提供する事業 

③ 地域住民や福祉等関係者などを対象とした各種啓発、研修等の事業 

④ 地域福祉の課題を解決するために関係団体と連携して行う事業 

⑤ 地域福祉・更生保護及びその他社会福祉の向上を目的とする事業にかかる備品購入事 

 業 

⑥ 県内福祉団体等が県内で開催する全国大会及び近畿ブロック大会 

⑦ 機関誌・広報誌発行事業（ただし、会員・構成員以外にも有益な情報を提供するなど、 

 公益性の高い情報発信を行う啓発事業に限る） 

（２）助成限度額及び助成割合 

助成限度額は１申請者あたり５０万円とし、助成割合は助成対象経費(消費税を含む)の 

４分の３以内（千円未満切り捨て）とする。 

 

２ 地域課題解決活動応援助成 

（１）対象事業 

単一市町村域内において実施する事業のうち、市町村共同募金委員会から助成を受けるこ 

とができない事業で、上記第３の１の(２)に定める重点助成分野に該当する事業。 

（２）助成限度額及び助成割合 

助成限度額は１申請者あたり１０万円とし、助成割合は助成対象経費(消費税を含む)の５ 

分の４以内（千円未満切り捨て）とする。 

 

３ 施設・設備整備費助成 

（１）対象事業 

① 地域福祉・更生保護及びその他社会福祉の向上を目的とする事業を実施するための建物 

 の増改築・修繕、及び設備を整備する事業。 

② 本助成の申請にあたっては、、申請者が法人格を有することを条件とし、申請法人が所有 

 する建物または相当期間(概ね5年以上)と認められる貸借契約により民間から借用する建 

 物において、借主が修繕等の義務を負っていることの書面契約が交わされている場合に限 

る。 

（２）助成限度額及び助成割合 

助成限度額は１申請者あたり１５０万円とし、助成割合は助成対象経費(消費税を含む) 

    の４分の３以内（千円未満切り捨て）とする。 

 

 

 



４ 共同募金運動啓発助成 

（１）車両整備助成 

① 対象事業 

地域福祉・更生保護及びその他社会福祉の向上を目的とする事業に日常的に使用する車 

両や公的な制度の中で実施する社会福祉事業において、利用者の処遇向上のために日常的 

に使用する車両(原則として新車)を整備する事業。 

② 助成限度額及び助成割合 

助成限度額は1申請者あたり１５０万円とし、助成割合は助成対象経費(消費税を含む) 

の４分の３以内（千円未満切り捨て）とする。 

（２）特別助成 

解決すべき喫緊の福祉課題・地域課題に対する取り組みで、共同募金運動にも好影響をも 

たらす事業について、別途助成要領及び審査基準を定めて助成する。 

 

５ 社会福祉協議会助成 

（１）奈良県社会福祉協議会 

① 対象事業 

地域福祉の推進を図ることを目的とした事業、特に福祉の専門性を高める研修や、市町 

村社会福祉協議会・施設・団体・住民が抱える今日的課題を全県的視野で解決するために 

行う諸事業。 

② 助成限度額及び助成割合等 

ア 助成限度額は３５０万円とし、助成割合は助成対象経費(消費税を含む)の４分の３以 

内（千円未満切り捨て）とする。 

イ 助成限度額の範囲内で申請できる事業数は５事業までとし、事業ごとの助成割合を４

分の３以内とする。 

 

（２）市町村社会福祉協議会 

① 車両整備助成 

ア 対象事業 

社会福祉協議会の事業に日常的に使用し、かつ共同募金運動の推進強化を図るために 

使用する車両(原則として新車)を整備する事業。 

イ 助成限度額及び助成割合 

助成限度額は１申請者あたり１００万円とし、助成割合は助成対象経費(消費税を含 

む)の２分の1以内（千円未満切り捨て）とする。 

    ② 災害時ボランティア活動用備品整備助成  

    ア 対象事業 

      災害ボランティアセンター活動において、ボランティア等が使用する備品を整備する 

事業。 

  イ 助成限度額及び助成割合 

      助成限度額は１申請者あたり１０万円とし、助成割合は助成対象経費(消費税を含む) 

の２分の1以内（千円未満切り捨て）とする。 

   ③ 福祉のこころ芽生える人づくり助成  

ア 対象事業 

      子どもたちに対する福祉教育の一環として実施する各種講座や体験・交流学習等、自 

分が暮らすまちの福祉課題を知るための事業。 

  イ 助成限度額及び助成割合 

      助成限度額は１申請者あたり３０万円とし、助成割合は助成対象経費(消費税を含む) 

の２分の1以内（千円未満切り捨て）とする。 

 



第５ 募金目標額及び助成額の算出並びに計画策定 
１ 一般募金目標額等の算出 

   過年度助成実績及び喫緊の助成ニーズを勘案し、奈良県内で必要とする金額を適切に見積り、 

助成方針に基づき一般募金目標額を設定する。 

その際、市町村共募の広域募金目標額は、募金年度開始前の１月1日現在の市町村別世帯数、 

人口等を基礎に市町村共募ごとの目標値を設定する。そのうえで、各市町村共募は、地域募金 

目標額(運動推進費を含む)を設定する。 

 

２ 歳末たすけあい募金目標額の算出 

    ＮＨＫ歳末たすけあい、地域歳末たすけあいともに、助成ニーズを勘案し、実施主体が募金 

目標額を設定する。 

その際、各市町村共募は、地域歳末たすけあい募金目標額に運動推進費を算入することがで 

きる。 

 

３ 広域助成額及び地域助成額の算出 

（１）広域助成額 

第５－１で設定した市町村共募の広域募金目標額に本会の広域募金実績額を加えた額とす 

る。 

（２）地域助成額 

市町村共募の募金実績額から広域募金目標額及び運動推進費を減じた額とする。 

（３）例外 

自然災害等やむを得ない事情により、例年どおりの募金活動が実施できなかった場合は、 

上記（１）及び（２）によらず、状況に応じて検討し、助成額を算出する。 

 

４ 助成計画の策定 

（１）県全体の助成計画策定 

       本会は、上記１の一般募金目標額の算出と並行して県全体の助成計画を策定し、広域助成 

の種別計画及び地域助成の市町村別助成計画額を示す。 

（２）共同募金推進計画の策定 

       各市町村共募は、上記(１)で示される市町村別助成計画額を基礎に、募金計画及び助成計 

画等をまとめた共同募金推進計画を別に指定する日までに本会へ報告する。 

（３）募金実績額に基づく助成計画の調整 

       募金運動終了後、募金実績額の確定に合わせて助成計画を調整する。その際、各市町村共 

募においては、本会が示す確定した地域助成額を基礎にした助成計画を調整するとともに、 

別に指定する日までに本会へ報告する。 

 

第６ 助成申請及び助成決定、助成金の交付等 
１ 広域助成 

（１）助成申請の受付 

       助成を受けようとする団体等は、毎年度本会が定める日までに、事業計画を明記した別途 

定める様式に関係書類を添えて本会に提出しなければならない。 

（２）助成の決定 

① 事務局において申請内容を審査(必要に応じ、現地調査やヒアリング等を実施)したうえ 

で、配分委員会における助成案の審議を経て、理事会及び評議員会において決定する。 

② 上記の決定にあたっては、特定の活動分野に偏ることなく、様々な地域活動を支援でき 

 るよう配慮する。 

③ 助成決定または非決定については、申請者に通知書により通知する。 

 



（３）助成事業の変更 

助成決定を受けた団体等が、やむを得ない理由により事業内容を変更する必要がある場合 

は、事業着手前に別途定める様式により申請し、本会の承認を受けなければならない。 

（４）助成決定後の手続き 

① 助成金は原則として精算払いとする。ただし、自己資金のみでは事業を着手することが 

 困難な場合、別途定める様式を提出し、本会がその理由をやむを得ないと認める場合は、 

 助成決定額の１/２以内の額を概算払いできるものとする。 

② 助成決定を受けた団体等は、事業完了後１か月以内に別途定める様式により完了報告を 

 行い、本会が確認のうえ助成額を確定し、助成金を送金する。 

    

２ 地域助成 

（１）助成申請の受付 

① 受付窓口  各市町村共募事務局 

② 受付方法・期間等 各市町村共募が設定する。 

（２）助成申請の審査 

助成申請内容の審査方法は各市町村共募が定めるが、審査後の助成内容については必ず運 

営委員会で承認する。 

（３）助成決定 

第５－４－（３）で確定した計画の範囲内で、原則として令和７年３月末までに行う。 

（４）助成金交付及び精算 

市町村共募は、予め本会から地域助成額を収受しておき、申請者から提出される交付請求 

書に基づき、原則金融機関を通じて助成金を交付する。 

受配者は、交付済みの助成金に余剰が生じる場合は、その額を原則金融機関を通じて市町 

村共募に返還する。 

       

第７ 助成事業の受配表示等   
  助成決定を受けた団体等は、別途広域助成要項において定める方法により、受配事業であるこ 

とを明示すること。 

 

第８ 受配事業の管理 
１ 受配事業の管理 

     助成金で整備した施設・設備・備品・車両及び事業実施に係る関係書類は、要綱第１７条に 

基づき 適正に管理し、管理期間(５年間)内での処分を禁止する。やむを得ない理由により処分 

を行おうとする場合は、書面による処分申請を行い、広域助成の場合は本会、地域助成の場合 

は市町村共募の承認を得なければならない。 

 

２ 助成を受けた団体等にかかる事項の変更 

助成を受けた団体等は、受配事業の管理期間内に、助成を受けた団体等の名称、代表者、所 

在地等を変更した場合は、速やかに申請先（本会または市町村共募）へ届け出ること。 

 

第９ その他 
１ 本会及び市町村共募の連携 

     地域住民にとって、より身近な助成を行うことができるよう、本会及び市町村共募相互の連 

携を密にし、疑義が生じた場合は両者で協議して解決するものとする。 

      特に、市町村共募での助成申請審査が円滑に実施できるよう、本会において臨機に対応でき 

る体制を整えることとする。 

２ 委任規定   

この助成要領に定めるもののほか、共同募金助成に関し必要な事項は別に定めるものとする。 


